
       寒河江市社会福祉協議会福祉出前講座実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、市民等の団体が主催する集会等に、求めに応じ社会福祉法

人 寒河江市社会福祉協議会（以下「本会」という。）の職員を講師として派遣

し、当該職員の担当する分野についての講話や実習等（以下「福祉出前講座」

という。）を実施することにより、市民等の福祉に関する理解と地域福祉を推

進し、本会に関する理解を深めるとともに、ぬくもりと活力あるまちづくりに

おける協働による地域活動を推進することを目的とする。 

（対象） 

第２条 福祉出前講座は、市内に在住又は市内に通勤・通学する概ね１０人以上

の者で構成された団体を対象とする。 

（内容） 

第３条 福祉出前講座の内容は、本会会長が別に定める。 

（開催時期及び場所） 

第４条 福祉出前講座の開催時間は、原則平日の午前１０時から午後５時まで

のうち１時間以内とし、開催場所は市内に限るものとする。 

（申し込み等） 

第５条 福祉出前講座を受講しようとする団体の代表者（以下「申込者」とい

う。）は、当該団体が主催する集会等を開催しようとする日の概ね１ケ月前ま

でに、福祉出前講座受講申込書（様式第１号）を本会会長に提出しなければな

らない。 

２ 福祉出前講座に係る施設の利用については、申込者の責任において用意を

行うものとする。 

（決定） 

第６条 本会会長は、前条第１項の申込があったときは、受講の可否を決定し、

福祉出前講座受講決定通知書（様式第２号）により申込者に通知するものとす

る。 

（受講の制限） 

第７条 本会会長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、福祉

出前講座の受講を許可しない。 

（１）政治活動、宗教活動又は営利を目的とした催し等を行うおそれのあるとき。 

（２）前号に掲げるもののほか、福祉出前講座の目的に反し、その受講が適当で 

  ないとき。 

（変更等の届出） 

第８条 第６条の規定により福祉出前講座受講の決定を受けたものは、開催日



時、場所その他申請事項を変更しようとするとき、又は福祉出前講座の受講を

取りやめようとするときは、速やかに本会会長に届け出て、その承認を受けな

ければならない。 

（講師料） 

第９条 福祉出前講座の講師料は、無料とする。 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本会会長が別に定める。 

 

  附 則 

この要綱は、平成２８年１０月  ５日から施行する。 

この要綱は、平成３０年  ４月 １日から施行する。 

 


